
 寒河江市都市計画税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

  令和７年３月３１日 

 

寒河江市長  齋  藤  真  朗 

 

 

 

寒河江市条例第１９号 

 

寒河江市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 

寒河江市都市計画税条例（昭和３２年市条例第３号）の一部を次のように改正

する。 

附則第３項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３８項」を「附則第１５条

第３７項」に改める。 

附則第４項第１号を次のように改める。 

⑴ 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号（行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第 

２７号）第２条第５項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の

同項に規定する個人番号に限る。以下この号において同じ。）又は法人番号

（同条第１６項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。）

（個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称） 

附則第１２項中「第３４項まで、第３７項、第３８項若しくは第４２項」を

「第３３項まで、第３６項、第３７項若しくは第４１項」に、「又は法附則第 



１５条」を「又は附則第１５条」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の寒河江市都市計画税条例の規定は、令和７年度以後

の年度分の都市計画税について適用し、令和６年度分までの都市計画税につ

いては、なお従前の例による。 


